
岐阜県介護予防推進会議設置要綱

（趣旨）

第１条 岐阜県介護予防推進事業実施要綱第３の１に基づき、介護予防関連事業の評価等

を行い、市町村における効果的な介護予防関連事業を支援するために岐阜県介護予防推

進会議（以下「会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 会議は、次の事項に関する意見交換を行うことを目的とする。

（１） 介護予防関連事業

（２） 介護予防関連事業に従事する人材の確保及び資質向上

（３） 介護予防の普及啓発

（４） 介護予防事業マニュアルの作成

（５） その他必要と認められる事項

（組織）

第３条 会議は別表１に掲げる者をもって構成する。

２ 会議には、会長１名、副会長１名を置く。会長及び副会長は、構成員の互選により選

出する。

（任期）

第４条 構成員の任期は３年とする。ただし、補欠の構成員の任期は前任者の在任期間と

する。

（職務）

第５条 会長は会議を代表し、会務を総括する。

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代行す

る。

（会議の開催）

第６条 会議は必要に応じて健康福祉部高齢福祉課長（以下「高齢福祉課長」という。）

が招集する。

（専門部会の設置）

第７条 会議に付議する事項について具体的な検討を行うために「運動器の機能向上部会

部会」、「口腔機能向上部会」及び「栄養改善部会」を設置する。

２ 部会は、別表２から４に掲げる者をもって構成する。

３ 部会構成員の任期は３年とする。ただし、補欠の構成員の任期は前任者の在任期間と

する。



（関係者の出席）

第８条 高齢福祉課長は、会議又は専門部会において必要あるときは、学識経験を有する

者及び関係者をアドバイザーとして出席を求め意見を聴くことができる。

（事務局）

第９条 会議の事務局は、健康福祉部高齢福祉課に置く。

（その他）

第 10 条 会議の運営に関し、必要な事項は、高齢福祉課長が会長と協議のうえ定める。

附 則

この要領は、平成１８年 ８月１５日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成１９年 ５月１０日から施行する。

２ この要領の施行後に最初に選任される専門部会「口腔機能向上部会」

の委員の任期については、改正後の第７条第３項の規定に関わらず、平

成２１年８月１４日までとする。当該委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期についても、同様とする。

附 則

１ この要領は、平成２０年 ５月２２日から施行する。

２ この要領の施行後に最初に選任される専門部会「栄養改善部会」の委

員の任期については、改正後の第７条第３項の規定に関わらず、平成２

１年８月１４日までとする。当該委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期についても、同様とする。

附 則

１ この要綱は、平成２５年 ４月 １日から施行する。

２ この要綱施行の際、現に改正前の要綱に基づく委員である者は、

この要綱の施行の日に改正後の要綱の規定により構成員となったも

のとみなす。この場合において、当該構成員の任期は、施行日にお

ける改正前の要綱に基づく委員としての任期の残任期間とする。


